
書式第８号（法第１０条・第２５条関係） 

 

令和７年度 事業計画書 

 

 

 

認定特定非営利活動法人 Teach For Japan  

１ 事業実施の方針 

  令和 7 年度は、「教員に関する職業紹介事業」（通称：フェローシップ・プログラム）については、

様々な教員免許状の利活用により、多くの自治体に教員を紹介し、多様な人材が学校教育に参画し協働

できる流動性の高い教員組織を構築する。そのような活動を通じて、教員不足等の解消と、学校教育の

質と多様性、包摂性を高め、すべての子どもの学習権を保証する公教育の実現を重点的な取り組み課題

とする。公教育を取り巻く課題は複雑であり、自治体や学校だけではリソースも限られている。そこで、

社会全体でより良い公教育を作り上げるために、企業の”経済的価値”と”社会的価値”の創造活動を

両立し、持続的な企業価値向上を実現する共助経営を推進する企業等と連携し、コレクティブ・インパ

クトを生み、社会変革を起こし、これを企業価値向上に繋げるロールモデルを作り上げる。そのような

日本型の新たな課題解決の在り方を、団体が加盟しているグローバルネットワークである Teach For All

の他団体にも共有し、国内にとどまらず世界で起きている教育格差解決にも取り組んでいく。 

 

２ 事業の実施に関する事項 

（１）特定非営利活動に係る事業              （事業費の総費用【127,651】千円 ） 

定款に記載 
された 
事業名 

事業内容 日時 場所 
従事者 
人数 

受益 
対象者 
範囲 

受益 
対象者 
人数 

事業費 
（千円） 

教育に関する

職業紹介事業 

教員を志望する優秀な人

材を募集するとともに、

課題を抱える自治体（教

育委員会）との連携をと

り、研修・サポートを提

供した上で採用ニーズと

のマッチングを行う事

業。またこの事業におけ

る研究内容を、団体の所

属するグローバルネット

ワークである Teach For 

All が運営する Global 

Institut(オンライン教職

大学院プラットフォー

ム)を通して、発展途上

国の教員養成の仕組みづ

くりを支援する事業。 

 

1月 1日～ 

12 月 31 日

の期間で週

1回以上 

東京都 

埼玉県 

千葉県 

大阪府 

奈良県 

福岡県 

大分県 

熊本県 

長崎県 

石川県 

広島県 

宮崎県 

神奈川

県 

13人 
紹介先学

校 の 児

童・生徒 

約 12,000

名 
92,651 



教員派遣事業 なし なし なし なし なし なし 0 

学習支援事業 

資源(ヒト・モノ・カネ)

不足により、多様な学び

を充実させることが困難

な地域において、企業の

経済的価値と社会的価値

の創造活動を目指す共助

経営を推進する企業等と

連携し、社会全体で子ど

もたちの特性・個性を伸

ばす「多様な学び」を充

実させる事業。 

1月 1日～ 

12 月 31 日

の期間で週

1回 

埼玉県 

神奈川

県 

石川県 

大阪府 

広島県

山口県 

福岡県 

熊本県 

長崎県 

鹿児島

県 

6人 

自治体の

児童・生

徒 

約 500名 35,000 

 

（２）その他の事業  

該当なし 


